
ｓ ａ ｂ 「ａ」以
上の割合 ｓ ａ ｂ 「ａ」以

上の割合 4 3 2
「３」以
上の割合 4 3 2

「３」以
上の割合 ⅴ ⅳ ⅲ ⅱ ⅰ

97 8 84 5 94.8 8 84 5 94.8 － － － － － － － － － － － － －

65 6 57 2 96.9 6 57 2 96.9 0 4 0 100.0 0 4 0 100.0 ○

（１）研究ニーズへの対応 1 1 0 1 0 100.0 0 1 0 100.0 ○ ○ － － － － －

（２）研究の重点化及び推進方向
　　　（※研究推進項目（下表））

2-12
(77-

57 6 49 2 96.5 6 49 2 96.5 ○ ○ － － － － －

（３）研究評価の有効活用 13-14 2 0 2 0 100.0 0 2 0 100.0 ○ ○ － － － － －

（４）研究成果の利活用の促進 15-19 5 0 5 0 100.0 0 5 0 100.0 ○ ○ － － － － －

22 0 19 3 86.4 0 19 3 86.4 0 5 0 100.0 0 5 0 100.0 ○

（１）技術相談及び技術指導の実施 20-24 5 0 5 0 100.0 0 5 0 100.0 ○ ○ － － － － －

（２）依頼試験等の実施及び設備等の提供 25-32 8 0 6 2 75.0 0 6 2 75.0 ○ ○ － － － － －

（３）知的財産の有効活用 35-38 4 0 3 1 75.0 0 3 1 75.0 ○ ○ － － － － －

（４）担い手の育成及び社会への貢献 33,34,39 3 0 3 0 100.0 0 3 0 100.0 ○ ○ － － － － －

（５）災害時等の緊急対応 40-41 2 0 2 0 100.0 0 2 0 100.0 ○ ○ － － － － －

7 2 5 0 100.0 2 5 0 100.0 0 3 0 100.0 0 3 0 100.0 ○

（１）外部機関との連携 42,43,48 3 2 1 0 100.0 2 1 0 100.0 ○ ○ － － － － －

（２）行政機関との連携 44-45 2 0 2 0 100.0 0 2 0 100.0 ○ ○ － － － － －

（３）人材の交流及び育成 46-47 2 0 2 0 100.0 0 2 0 100.0 ○ ○ － － － － －

49-51 3 0 3 0 100.0 0 3 0 100.0 ○ 100.0 ○ 100.0 ○

9 0 9 0 100.0 0 9 0 100.0 0 7 0 100.0 0 7 0 100.0 ○

3 0 3 0 100.0 0 3 0 100.0 0 2 0 100.0 0 2 0 100.0 － － － － －

（１）組織運営の改善 52-53 2 0 2 0 100.0 0 2 0 100.0 ○ ○ － － － － －

（２）組織体制の改善 54 1 0 1 0 100.0 0 1 0 100.0 ○ ○ － － － － －

2 0 2 0 100.0 0 2 0 100.0 0 2 0 100.0 0 2 0 100.0 － － － － －

（１）事務処理の改善 55 1 0 1 0 100.0 0 1 0 100.0 ○ ○ － － － － －

（２）道民意見の把握及び業務運営の改善 56 1 0 1 0 100.0 0 1 0 100.0 ○ ○ － － － － －

4 0 4 0 100.0 0 4 0 100.0 0 3 0 100.0 0 3 0 100.0 － － － － －

（１）柔軟な人事制度の導入 58 1 0 1 0 100.0 0 1 0 100.0 ○ ○ － － － － －

（２）人材の確保及び育成 57､59 2 0 2 0 100.0 0 2 0 100.0 ○ ○ － － － － －

（３）人事評価制度の導入 60 1 0 1 0 100.0 0 1 0 100.0 ○ ○ － － － － －

8 0 8 0 100.0 0 8 0 100.0 0 4 0 100.0 0 4 0 100.0 ○

61-62 2 0 2 0 100.0 0 2 0 100.0 ○ ○ － － － － －

63-65 3 0 3 0 100.0 0 3 0 100.0 ○ ○ － － － － －

66-67 2 0 2 0 100.0 0 2 0 100.0 ○ ○ － － － － －

68 1 0 1 0 100.0 0 1 0 100.0 ○ ○ － － － － －

8 0 8 0 100.0 0 8 0 100.0 0 2 0 100.0 0 2 0 100.0 ○

69-70 2 0 2 0 100.0 0 2 0 100.0 ○ ○ － － － － －

71-76 6 0 6 0 100.0 0 6 0 100.0 ○ ○ － － － － －

122 8 109 5 95.9 8 109 5 95.9 0 26 0 100.0 0 26 0 100.0 0 7 0 0 0

（「第２　１（２）」　再掲）

１　農業に関する研究推進項目 － － － － － － － － －

77-79 3 1 2 0 100.0 1 2 0 100.0

80-81 2 0 2 0 100.0 0 2 0 100.0

82 1 0 1 0 100.0 0 1 0 100.0

２　水産に関する研究推進項目 － － － － － － － － －

83-85 3 1 2 0 100.0 1 2 0 100.0

86-87 2 0 2 0 100.0 0 2 0 100.0

88-89 2 0 2 0 100.0 0 2 0 100.0

３　森林に関する研究推進項目 － － － － － － － － －

90-92 3 0 3 0 100.0 0 3 0 100.0

93-94 2 0 2 0 100.0 0 2 0 100.0

95-97 3 1 2 0 100.0 1 2 0 100.0

４　産業技術に関する研究推進項目 － － － － － － － － －

98-99 2 0 2 0 100.0 0 2 0 100.0

100-101 2 1 1 0 100.0 1 1 0 100.0

102-104 3 0 3 0 100.0 0 3 0 100.0

５　環境及び地質に関する研究推進項目 － － － － － － － － －

105-108 4 0 4 0 100.0 0 4 0 100.0

109-110 2 1 1 0 100.0 1 1 0 100.0

111-113 3 0 3 0 100.0 0 3 0 100.0

114 1 0 1 0 100.0 0 1 0 100.0

６　建築に関する研究推進項目 － － － － － － － － －

115-117 3 1 2 0 100.0 1 2 0 100.0

118-120 3 0 3 0 100.0 0 3 0 100.0

121-122 2 0 2 0 100.0 0 2 0 100.0

（１）道内産業の振興を図るための産業技術の
高度化

（２）成長が期待される新産業・新事業の創出

（３）一層の競争力を持った道産食品を生み出
す力強い食品工業の構築

（１）地域の特性に応じた森林づくりとみどり
環境の充実

（２）林業の健全な発展と森林資源の循環利用
の推進

（３）技術力の向上による木材関連産業の振興

（３）自立型経済を支援する住宅・建築産業の
活性化

（１）建築、まちづくり分野における環境負荷の低減

（２）快適で安全・安心な住環境の創出

（１）循環と共生を基調とする環境負荷の少な
い持続可能な社会の実現

（２）地質災害・沿岸災害の防止と被害の軽減

（３）資源の適正な開発・利用と環境保全

（４）環境及び地質に関する情報基盤の整備と
高度利用

（１）地域を支える漁業の振興

（２）水産物の安全性確保と高度利用の推進

（３）自然との共生を目指した水産業の振興

（１）豊かな食生活を支える農業の推進

（２）環境と調和した持続的農業の推進

（３）地域の特色を生かした農業・農村の振興

評価項目数
･自己評価（中期計画項目:122、法人点検項目:26）
･評価委員会評価（評価委員会評価項目:7）

１　施設及び設備の整備及び活用

２　法令の遵守
３　安全管理
４　情報セキュリティ管理
５　情報の共有化の推進
６　情報公開
７　環境に配慮した業務運営

第２　業務運営の改善及び効率化に関する事項

第３ 財務内容の改善に関する事項

４　資産の管理

３　経費の効率的な執行

２　外部資金その他の自己収入の確保

１　組織運営及び組織体制の改善

２　業務の適切な見直し

３　人事の改善

１　財務の基本的事項

第４　その他業務運営に関する重要事項

２　総合的な技術支援及び社会への貢献

３　連携の推進

４　広報機能の強化

自己点検・評価２（26項目）自己点検・評価１（122項目）

番号
（評価の
視点）

項目
数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　評　価

評価委員会評価（7項目）

業務実績報告書　第１期中期目標期間評価　項目別確認表

第１　住民に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項

１　研究の戦略的な展開及び成果の普及

評価委員会確認１（122項目） 評価委員会確認２（26項目）

資料２－２


